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（
総
務
委
員
会
）

統
計
法
及
び
独
立
行
政
法
人
統
計
セ
ン
タ
ー
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
三
四
号
）
（
衆
議
院
送

付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
公
的
統
計
の
効
率
的
な
作
成
及
び
調
査
票
情
報
の
活
用
を
図
る
た
め
、
事
業
所
母
集
団
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
記

録
さ
れ
て
い
る
情
報
を
利
用
で
き
る
調
査
の
範
囲
等
の
拡
大
、
調
査
票
情
報
の
提
供
対
象
の
拡
大
、
統
計
委
員
会
の
機
能
強

化
、
独
立
行
政
法
人
統
計
セ
ン
タ
ー
の
業
務
の
追
加
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と

お
り
で
あ
る
。

一
、
行
政
機
関
等
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
公
的
統
計
を
作
成
す
る
責
務
を
有
す
る
こ
と
と
し
、
ま
た
、
公
的
統
計
が
合

理
的
な
意
思
決
定
を
行
う
た
め
の
基
盤
と
な
る
重
要
な
情
報
で
あ
る
こ
と
に
関
し
て
国
民
の
理
解
を
深
め
、
公
的
統
計
の
作

成
に
関
し
て
関
係
者
等
の
協
力
を
得
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
と
と
も
に
、
基
幹
統
計
を
作
成
す
る
行
政
機

関
の
長
か
ら
必
要
な
資
料
の
提
供
等
の
協
力
を
求
め
ら
れ
た
関
係
者
等
は
、
そ
の
求
め
に
応
じ
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
と
す
る
。

二
、
総
務
大
臣
が
整
備
し
て
い
る
事
業
所
母
集
団
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
記
録
さ
れ
て
い
る
情
報
を
利
用
で
き
る
範
囲
に
つ
い
て
、
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公
的
統
計
の
全
て
の
作
成
主
体
が
行
う
事
業
所
に
関
す
る
統
計
を
作
成
す
る
た
め
の
調
査
に
拡
大
す
る
。

三
、
調
査
票
情
報
の
提
供
対
象
に
つ
い
て
、
情
報
保
護
を
図
り
つ
つ
、
学
術
研
究
の
発
展
に
資
す
る
統
計
の
作
成
等
を
行
う
者

等
に
拡
大
す
る
と
と
も
に
、
提
供
し
た
調
査
票
情
報
を
用
い
て
作
成
さ
れ
た
統
計
等
の
公
表
に
関
す
る
規
定
を
整
備
す
る
。

四
、
統
計
委
員
会
の
所
掌
事
務
に
、
統
計
及
び
統
計
制
度
の
発
達
及
び
改
善
に
関
す
る
基
本
的
事
項
の
調
査
審
議
、
公
的
統
計

基
本
計
画
の
実
施
状
況
に
関
す
る
勧
告
等
を
追
加
す
る
と
と
も
に
、
統
計
委
員
会
に
幹
事
を
置
く
。

五
、
独
立
行
政
法
人
統
計
セ
ン
タ
ー
の
業
務
に
、
国
の
行
政
機
関
又
は
地
方
公
共
団
体
の
委
託
を
受
け
て
、
統
計
調
査
を
実
施

す
る
こ
と
等
を
追
加
す
る
。

六
、
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
統
計
委
員
会
の
所
掌
事
務
に
係
る
改
正
規
定
等
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


